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市
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り
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紙
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ル
プ
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し
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大
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ン
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い
ま
す
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編
集
後
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◎
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賀
八
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の
蓮
池
に
、
緑

の
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ゅ
う
た
ん
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に
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り

が
灯
さ
れ
た
よ

う
に
、
ピ
ン
ク

色
の
蓮
の
花
が
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き
ま
し
た
。

天
を
仰
ぐ
大
輪

の
花
は
午
前
中
に
咲
き
、
夏
の
訪
れ
を

静
か
に
告
げ
て
い
ま
す
。 

 

　
暑
い
日
々
が
続
き
ま
す
が
、
間
も
な

く
立
秋
で
す
。
６
月
議
会
は
「
岡
崎
市

シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
条
例
」
の
一
部
改

正
や
「
一
般
会
計
補
正
予
算
」
な
ど
が

審
議
さ
れ
、
全
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
市
政
全
般
に
つ
い
て
、
　
名

の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。 

　
市
議
会
だ
よ
り
は
、
今
回
か
ら
活
字

を
大
き
く
し
、
読
み
や
す
い
紙
面
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後
も
内

容
を
分
か
り
や
す
く
掲
載
し
、
議
会
と

市
民
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
と
し
て
編
集
に

努
め
、
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 
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◎議会の日程、傍聴、請願・陳情などに関する事項は、議事課（ 23－6378）までお問い合わせください。 

　本会議や委員会の傍聴は、入口で住所・氏名をご
記入いただくだけですので、お気軽にお越しください。
　（本会議場は西庁舎３階、委員会室は西庁舎２階です。） 
　９月定例会の予定は上記のとおりです。 

議会を傍聴してみませんか 

9 月定例会予定  

○一般質問の通告内容は、開会日までにホームページに掲 
　載します。（アドレスは下段に掲載） 
○開会、一般質問、閉会の模様は、ケーブルテレビミクス 
　で中継する予定です。 
○各会議の開催時刻は午前10時の予定です。（福祉病院委 
　員会と総務企画委員会は午後１時の開催予定） 

請願・陳情締切 
開会・市長提案説明・一般質問 
一般質問 
一般質問 
一般質問 
決算特別委員会設置・議案説明・総括 
質疑・委員会付託 
経済建設委員会 
福祉病院委員会 
環境教育委員会 
総務企画委員会 
決算特別委員会 
決算特別委員会 
決算特別委員会 
決算特別委員会 
決算特別委員会 
議会運営委員会 
委員長報告・質疑・討論・採決・閉会 
 

8月 8日（金） 
8月12日（火） 
13日（水） 
14日（木） 
15日（金） 
19日（火） 

 
21日（木） 

 
22日（金） 

 
25日（月） 
27日（水） 
28日（木） 
29日（金） 

9月 4日（木） 
5日（金） 
9日（火） 

政府などへの意見書 
　議会の意思を表明するため、次の意見書を可決し、
直ちに議長が関係機関へ提出して、その趣旨の実現
が図られるよう要請しました。 

理由　農業用水を安定的に確保していくためには、
地域の農業振興の基礎となる基幹水利施設の
整備や管理が必要であるため。 

 

採 択 請 願  
●基幹農業水利施設の整備等に関する意見 
書の提出について 

内容　　国営事業により造成された農業水利施設は
国有財産であり、必要な農業用水を安定的に
確保していくためにも、その管理・更新につ
いては、引き続き国の責務として地方と連携
しながら行われるべきものである。 

　　　　よって、国及び政府においては、国営土地
改良事業制度を今後とも確保し、農業振興、
食料自給率向上のためにも国営土地改良事業
に必要な国の機関を存続されるよう強く要望
する。 

●基幹農業水利施設の整備等に関する意見書 

◎処　理　「意見書を提出すべき」旨の意見が一
致したため、関係機関へ意見書を提出
した。 

◎提出先　衆議院・参議院議長、内閣総理大臣、
内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（経
済財政政策）、総務大臣、財務大臣、
農林水産大臣、内閣府地方分権改革推
進委員会委員長 

２３ 


